
令和２年度第 12 回教育研究評議会議事要録（案） 

 

 

日  時   令和３年３月 10 日（水）13時 30 分 ～ 16 時 00 分 

場  所   ＵＵプラザ２階コミュニティフロア 

出 席 者   石田学長，藤井理事，池田理事，夏秋理事，佐藤理事 

       藤原地域デザイン科学部長，杉山評議員 

       佐々木国際学部長，田巻評議員 

       小宮共同教育学部長，天沼評議員 

       横田工学部長，長谷川評議員 

齋藤農学部長，山根評議員 

川田地域創生科学研究科長，橋本基盤教育センター長，塚本副学長 

陪  席   松金学長特別補佐，吉澤学長特別補佐 

 

議事に先立ち，令和２年度第 11 回の教育研究評議会議事要録（案）を確認し，原案のとおり

承認した。 

 

［議 題］ 

 １．教員人事について  資料１ 

（１）学長から，資料 1-1に基づき，学術院（国際学部）教授の昇任に関する人事調整会議

における選考結果について説明があった。 

 次に，国際学部長から，資料 1-1に基づき，教授会における業績審査について説明が

あり，審議の結果，大学設置・学校法人審議会による教員資格審査の結果が可であるこ

とを条件とし，令和３年６月１日（または結果伝達日の翌月１日）付けで昇任すること

を承認した。 

 

（２）学長から，資料 1-2に基づき，学術院（共同教育学部）教授の昇任に関する人事調整

会議における選考結果について説明があった。 

 次に，共同教育学部長から，資料 1-2に基づき，教授会における業績審査について説

明があり，審議の結果，令和３年４月１日から昇任することを承認した。 

 

（３）学長から，資料 1-3に基づき，学術院（工学部）助教の採用に関する人事調整会議に

おける選考結果について説明があった。 

 次に，工学部長から，資料 1-3 に基づき，人事教授会における業績審査について説明

があり，審議の結果，令和３年 10月１日から令和８年９月 30日の任期で採用すること

を承認した。 

 

 ２．学生の懲戒について  資料２ 

   学長及び農学部長から，資料２に基づき，学生の懲戒（案）について説明があり，審議の結

果，原案を承認した。 

  

 ３．令和３年度宇都宮大学年度計画（案）について    資料３ 

   藤井理事から，資料３に基づき，令和３年度宇都宮大学年度計画（案）について説明があり，

審議の結果，原案のとおり承認した。 

 なお，修正等がある場合は３月下旬までに意見をいただきたい旨説明があった。 

 

 ４．宇都宮大学附属図書館利用規程の改正について    資料４ 

   池田理事から，資料４に基づき，宇都宮大学附属図書館利用規程の改正について説明があ

り，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 

 

  



 ５．大学院設置基準の改正に伴う大学院学則等の一部改正について   資料５ 

   池田理事から，資料５に基づき，大学院設置基準の改正に伴う大学院学則等の一部改正につ

いて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 ６．宇都宮大学学生懲戒等規程の一部改正について    資料６ 

   池田理事から，資料６に基づき，宇都宮大学学生懲戒等規程の一部改正について説明があ

り，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 ７．地域創生科学研究科（博士後期課程）の設置及び機構の改革に伴う関連規則等について（案）

           資料７ 

   総務部長から，資料７に基づき，地域創生科学研究科（博士後期課程）の設置及び機構の改

革に伴う関連規則等（案）について説明があり，審議の結果，資料を一部修正のうえ，承認し

た。 

 

 ８．研究協力・産学連携関連規程等の制定・改正について    資料８ 

   学術研究部長から，資料８に基づき，研究協力・産学連携関連規程等の制定・改正について

説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 ９．大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館、国立大学法人宇都宮大学及

び学校法人國學院大學栃木学園國學院大學栃木短期大学との包括的な連携・協力に関する協

定書の締結について（案）       資料９ 

   共同教育学部長から，資料９に基づき，大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民

俗博物館、国立大学法人宇都宮大学及び学校法人國學院大學栃木学園國學院大學栃木短期大

学との包括的な連携・協力に関する協定書の締結（案）について説明があり，審議の結果，原

案のとおり承認した。 

 

 10. 職員の不利益処分について       資料 10 

   学長及び佐藤理事から，資料 10 に基づき，ハラスメント防止委員会委員長から学長あてに

報告があったハラスメント案件について，職員審査委員会に審査を付託したい旨の説明があ

り，審議の結果，原案のとおり承認した。 

   なお，審査委員会委員の「理事のうち学長が指名した者」については，佐藤理事を指名する

旨説明があった。 

  

   

［報告事項］ 

 １．令和３年度特命教授の任用について      資料 11 

   学長から，資料 11 に基づき，令和３年度特命教授の任用について報告があった。 

 

 ２．令和２年度国立大学法人宇都宮大学中間監事監査意見(報告)書（案）について 資料 12 

   溝口監事及び堀監事から，資料 12に基づき，令和２年度国立大学法人宇都宮大学中間監事

監査意見(報告)書（案）について報告があった。 

   なお，修正等がある場合は３月 12日（金）までに意見をいただきたい旨説明があった。 

 

 ３．その他 

   夏秋理事から，３月 24日（水）17 時から大学の世界展開力強化事業（アフリカ諸国との大

学間交流形成支援）のキックオフミーティングが開催される旨報告があった。 

   また，本事業に関連して，学術国際委員会の下に「世界展開力強化事業推進室」を設置する

予定である旨報告があった。 

    

   池田理事から，学位記授与式及び入学式の実施並びに新年度からの授業体制について報告

があった。 

 

 以 上 


